
憲法ミュージカル、復活します！
 

沖縄を題材にした　市民１００人のミュージカル

ヒトは友の死に涙したとき人になった
 

「憲法の風を肌で感じてもらいたい・・・」
 

時代に疑問を投げかけた若手弁護士によって、
埼玉で１９９３年から１０年間１０作品取り組まれた憲法ミュージカル。

先の見えない不安が渦巻き、平和が崩れ去る出来事が増えたこの時代にもう一度！
思いを集め、長い時を経て、埼玉と三多摩のタッグにより
２０１７年に憲法ミュージカルは復活します！！

１００人いろとりどりの命が歌い、踊り、生きている。
 

この奇跡のミュージカルを、ぜひ観に来ませんか？
公式ホームページはこちら！

■埼玉公演（二回公演）
会場：埼玉会館大ホール（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4）
2017年
5月20日（土）開場17:30開演18:30
 　 21日（日）開場13:00開演14:00
 

■立川公演（二回公演）
会場：たましん RISURUホール（東京都立川市錦町3-3-20）
2017年
5月27日（土）開場13:00開演14:00
          　　　 開場17:00開演18:00
 

●チケット申し込み・購入

https://saitamasogo.jp/archives/69580
https://www.kp-musical2017.com/
http://www.saf.or.jp/saitama/access/
http://www.saf.or.jp/saitama/access/
http://www.risuru.hall-info.jp/access/
http://www.risuru.hall-info.jp/access/


　チケット販売窓口：埼玉総合法律事務所
　インターネット上からのお申し込みも可能です。－申し込み先はこちら－ 
 

●問い合わせ先
TEL：050-3701-2017（共通）
FAX：埼玉公演 048-866-0425・立川公演 042-587-3599
 

●チケット料金（全席自由）
一般：2,500円
高校・大学生：2,000円
中学生以下・障がい者 1,500円
※当日券は各 300 円増しとなります。
 

●その他
・1歳以上保育あり 保育料1人500円（１週間前までに要予約）
・手話通訳あり
※ご必要な方はお問い合わせページより、公演時間、人数を明記の上ご連絡ください。
当事務所の牧野丘　弁護士が呼びかけ人共同代表として参加しております。
 

公演のチラシPDFはこちら！
詳しくは公式ホームページへ！
 

https://saitamasogo.jp/access
https://form1ssl.fc2.com/form/?id=0237510e48e07c6f
https://www.kp-musical2017.com/contact
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2017/04/kijimunatirasi.pdf
https://www.kp-musical2017.com/
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「いのちの森　高江」を見て
先日、沖縄の東村高江を題材にしたドキュメンタリー映画「いのちの森　高江」を見る機会がありました。

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2017/04/kiji.jpg
https://saitamasogo.jp/archives/69573


高江は沖縄本島の北東に位置し、深い森（「やんばる」と呼ばれています）に囲まれた、人口１５０名ほどの小さな集落です。
そこへ、集落を囲むように６つのヘリパッド（ヘリコプター着陸帯）が建設されようとしており、現在は２カ所が完成・４カ所が工事中で
す。

何故、ヘリパッド建設に反対するのか・・高江に住む住民の苦労が描かれています。

やんばるの森には、絶滅危惧種や天然記念物・固有種が多く生息しており、木々を切り倒すことでその生態系が壊れてしまう可能性がある
のです。
チョウ類研究者の女性は
「木にはたくさんの役割があり、沢山の生き物の棲み処とエサを与えている。」
「木を切ることは、その木を頼って生きるはずだった昆虫たちや未来に生存するはずだった生き物たちのいのちを奪うことになる」
「壊すのは簡単だけれど、元に戻すのは難しい。」と語っています。

また、森を切り開くことによる自然・環境破壊のほかにも、オスプレイの騒音・低周波による人体への影響も懸念されており、高江に住む
ある女性は頭痛がひどく１時間は症状が消えないそうです。

驚くほど低空を飛ぶオスプレイに、墜落するのではないかと怯え、騒音で眠れぬ日々が続き、更には低周波による体調不良に悩まされる
日々。
そんな環境では子供にも良くないと、子どもを連れ隣村に避難し、家族が離れ離れで暮らしている家も少なくありません。
今後、ヘリパッドが全て完成すると、年間４０００回もの訓練が実施されます。
今よりも状況が悪化することは目に見えており、高江の住民はもう高江に住めなくなってしまうと不安をかかえ、それでもどうにか自分た
ちの家・森を守ろうと毎日奮闘しています。

自分の家・故郷が同じようになくなってしまうとしたらどうするだろう。
毎日騒音で眠れなかったら。
悲しい、ツライ・・・でも、同じように声を上げることは出来るのだろうか。
色々なことを考えさせられます。

事務局Ｈ



タニタ食堂
先日、タニタ食堂に初めて行きました。
タニタ食堂の定食は、５００キロカロリー前後、塩分は３g以下にしているそうです。それなのに、お腹がいっぱいになり、とても美味し
かったです。
それだけでも魅力的なのですが、驚いたのは、タニタ食堂では、健康のために２０分以上時間をかけて食事することを推奨しており、その
ために各テーブルに１つずつタイマーを用意していることです。
手軽なランチを出すお店で、ゆっくりご飯を食べるように推奨するのは、すごいことだと思います。タニタ食堂の健康に対する考えを感じ
ます。
また、タニタ食堂にご飯を食べに行こうと思います。

弁護士　月岡　朗
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2017年5月17日　生活保護基準引下げ違憲埼玉訴訟
第10回期日＋報告集会のお知らせ

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2017/04/96a7492289e9ed4f3d587a640d612b4b.jpg
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チラシのＰＤＦはこちら

2017年5月17日は、生活保護基準引下げ違憲埼玉訴訟　第10回期日です。ぜひ傍聴へお越しください！

生活保護基準引下げ違憲埼玉訴訟　第10回口頭弁論期日
日時　2017年5月17日（水）14:00～
場所　さいたま地方裁判所105号法廷

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2017/04/20170517-1.png
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2017/04/746b57874ca0fa67cb90707da22943f7.pdf


「くらしの最低保障引下げにNO!」一斉行動　浦和駅前アピール行動
11:00～12:00　浦和駅西口・東口前

傍聴行動
13:20までに、さいたま地裁B棟前にお越しください。
＊傍聴券の抽選の締め切りが13:30となりますので、お早めにお並び下さい。

さいたま地方裁判所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
所在地図

裁判応援・報告集会
14:10～15:40（予定）
◇裁判概要
◇第10回期日報告

会場　埼佛会館
埼玉県さいたま市浦和区高砂4-13-18
TEL 048-861-2138

http://www.courts.go.jp/saitama/about/syozai/saitamamain/index.html
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新任弁護士のご紹介
昨年１２月末より埼玉総合法律事務所で、弁護士として勤務しております、鈴木満と申します。
私の生まれは、山形県山形市ですが、司法修習で埼玉に配属されました。
修習生の時から埼玉弁護士会の活動にお邪魔させていただき、素晴らしい先生方と出会えたことで、私もここで働きたいと思い、埼玉で働
くこととなりました。

私は、貧しい人々、社会的に弱い立場にある人々の力になりたいという想いから弁護士を目指し努力してきました。
長年社会問題に取り組んできた埼玉総合法律事務所で、このような人々のために働くことができることを大変嬉しく思います。

まだまだ未熟者ではありますが、法律の専門家として自覚と責任を持って、多様な事件に積極的に取り組み、日々精進していく所存であり
ます。
今後とも、何卒ご指導、ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

弁護士　鈴木　満（すずき　みつる）

4/24 反貧困ネットワーク埼玉講演会「民主主義のアップデー
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ト ー個人の声が大切にされる社会を目指してー」
貧困ネットワーク埼玉講演会2017
テーマ「民主主義のアップデートー個人の声が大切にされる社会を目指してー」

講師：諏訪原 健さん（ReDEMOS研究員、市民連合呼びかけ人）
日時：４月２４日（月）18:30～
場所：埼玉総合法律事務所　３階大会議室
アクセス→https://saitamasogo.jp/access

事前予約不要・参加費無料です。ぜひご参加ください！
国会前抗議やデモを原点としたSASPLからSEALDs、そして野党共闘や市民参加型選挙の進展の中でどのようなことを大切にしな
がら取り組まれていらしたのか、お話しいただきます。私たちはどのような社会を目指すのか、諏訪原さんとご一緒に考えてみませんか。

プロフィール
諏訪原 健（すわはら たけし）さん
1992年、鹿児島県鹿屋市出身。筑波大学教育学類を経て、現在は筑波大学大学院人間総合科学研究科に在籍。専門は教育社会
学。2014年、SASPL(特定秘密保護法に反対する学生有志の会)に参加したことをきっかけに政治的な活動を始める。2015年
にはSEALDsのメンバーとして活動。その後、市民のためのシンクタンク・ReDEMOSや、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求
める市民連合などに関わる。

https://saitamasogo.jp/archives/69490
https://saitamasogo.jp/access
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アップルの空飛ぶ魔術―失われた2000億円余の税収・連載第
４回「『消された』子会社」
第４回　「消された」子会社

知的財産権をアイルランド子会社に移転し、そこに利益を集中したとしても、それだけではアメリカ政府の課税から逃れることはできませ
ん。

アメリカにはタックスヘイブン子会社への利益移転による課税逃れを規制するために、タックスヘイブン対策税制があります。一定の所得
について、タックスヘイブン子会社に留保しても、本社に配当されたとみなして、本社の利益と合算してアメリカの税率で課税するという
ルールです。

前回述べたようにアップル社はアメリカ以外の国で得た利益を、アイルランド・セールス・インターナショナル（ASI）に集中しますが、
ASIに集められた利益は、親会社のAOEを通じて、さらにその親会社のアップル・オペレーションズ・インターナショナル（AOI）
に配当として集中します。

AOIはアップル社の海外子会社のほとんどを直接・間接に保有する持ち株会社で、ASIと同じく従業員ゼロのペーパーカンパニーです。
重要事項はアメリカの本社の取締役会で決められるなど、本社の管理・支配下に置かれています。　したがって本来ならば、AOIに集中
された利益は、タックスヘイブン対策税制によって、本社の利益に合算されて課税されることになります。

しかしここに登場するのが第2の魔法です。アメリカにはチェック・ザ・ボックス規制というルールがあり、申告の際に、ある子会社を課
税対象である法人にするか、それとも他の法人の支店にするかの選択を認めています。支店にすることを選択すれば、その子会社間の取引
は会社の内部取引とみなされ、取引がなかったものとみなされるのです。

アップル社はAOIの傘下のすべての子会社を、AOIの支店として扱うことを選択しており、その結果アメリカの課税当局からみれば、
これらの子会社は存在しないことになり、子会社間の取引も消失してしまうのです。透明人間ならぬ透明企業になるのです。

チェック・ザ・ボックス規制はアメリカのタックスヘイブン対策税制の抜け穴であり、これを利用することによって、アップル社は本来な
ら本社の利益と合算して課税されるべきタックスヘイブン子会社の利益を、本社から見えなくし、課税を逃れているのです。

（公正な税制を求める市民連絡会幹事・合田寛）

https://saitamasogo.jp/archives/69438
https://saitamasogo.jp/archives/69438


感受性と表現力
子供が１歳半になりました。
いろいろなことを理解できるようになり、自我が芽生え、感受性も豊かになってきました。

嬉しい気持ちや、嫌でやりたくないこと、恥ずかしいことや怖いこと、様々な感情を身体いっぱいに使って全身で表現します。
綺麗に咲いた桜を見て「わぁー！！」とキラキラした笑顔で両手を空いっぱいに広げたり、
公園で遊んで自宅に帰る途中で、もっと遊びたいと地べたに寝転んで、足をバタバタさせたりします。

言葉がしゃべれなくたって、こんなに気持ちをストレートに相手に伝えることができるのだなと感心します。
大人になって、言葉が使えるようになって、理性が発達して、自然とこういった表現力は失われていくのでしょうね。
いつまでも地べたに寝転んでいられては困りますが、だんだんクールになってしまうのは寂しくもあります。

そのうちこの子も、言葉の端々からお友達の感情を探ったり、学校の先生の顔色を伺ったりしながら、社会で生きていく術を身に付けてい
くのでしょうか。
表現が小ぶりになってしまっても、感受性だけは今後もどんどん育っていて欲しいものです。

弁護士　南木　ゆう

https://saitamasogo.jp/archives/69487
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「正直な意見」を求められて本当に正直な意見を述べてきたケー
ス
私は埼玉奨学金問題ネットワークの事務局長をやっている関係で、奨学金問題についての講演に呼んで頂ける機会が度々あります。
これまでは、高校の先生や保護者の方々、労働組合や憲法９条の会などの学習会が多く、
年配の方々にお話する機会が多かったのですが、最近は高校に行って高校生のみなさんにお話する機会も増えてきました。

先日も高校生の学年集会で奨学金問題についてお話させて頂きました。
講演終了後、私の講演に関するアンケートを実施したのですが、
その際、高校の先生が「アンケートは正直に書いて下さい。」と生徒に伝えたところ以下のように本当に正直な意見が返ってきました。

【生徒の意見（一部抜粋）】
・話が長い
・配布資料が文字ばかりで分かりにくい
・話が難しいので具体例を使って説明して欲しい
・映像を使って欲しい
・もっと簡潔に説明して欲しい
・話が長すぎる
・眠かった

大人の世界ではなかなか味わえない本当に「正直な意見」が届き、若干たじろぎましたが、自分の講演にまだまだ工夫の余地があることも
分かり貴重な経験になりました。
この経験を次回以降に活かしていこうと思います。
 

弁護士　鴨田　譲
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アップルの空飛ぶ魔術―失われた2000億円余の税収・連載第
３回「遥かなる旅へ」
第３回　遥かなる旅へ

アップルにとってはまず、本社のあるアメリカの高税率をいかにして避けるかが最大の課題となります。そのためにとられた方法が知的財
産権（IP）の低税率国への移転です。

アイフォーンなどアップル製品の主たる価値は、その素材となっているアルミや鉄などの金属にあるのではなく、それを作り出すもととなっ
たアイデァや設計などにあり、それらは主としてアメリカの本社（アップル・インク）が開発したものであり、知的財産権として所有され
ています。しかしその知的財産権を海外のオフショア子会社に移転すれば、それに結び付いた利益も移転することができます。

アップル社は本社で開発した知的財産権の一部を、アイルランド子会社（アイルランド・セールス・インターナショナル：ASI、および
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その親会社アイルランド・オペレーションズ・ユアロップ：AOE）に移転したのです。本社のあるカリフォルニアから、アメリカ大陸を
横断し、大西洋を越えるはるかなる旅の始まりです。

知的財産権の移転の方法にはいくつかの方法がありますが、アップル社は「コスト・シェアリング契約」によって行いました。コスト・シェ
アリング契約というのは、複数の当事者の間で研究開発費をあらかじめ分担しておき、その負担に応じてそこから生じた利益を分け合う契
約のことです。

アップルの本社とASI、AOEの間のコスト・シェアリング契約の中心的内容は、アメリカの本社は知的財産の法的権利および南北アメ
リカでの販売権を持ち、アイルランド子会社（ASI）はそれ以外の国での販売権をもつというものです。

この契約によって、高税率のアメリカで課税される対象を、南北アメリカにおける販売収益に限定するともに、南北アメリカ以外から得ら
れた販売収益を、低税率のアイルランド子会社（ASI）に集中することができたのです。これが魔法の第1です。

（公正な税制を求める市民連絡会幹事・合田寛）
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